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人事院と人事委が公務員法違反のボーナス減額勧告

全国障害者問題研究会 
第 43 回全国大会 　茨城２００９
8 月 8 日（土曜）～ 9 日（日曜）　会場：筑波大学（つくば市）

夏季一時金の 0.2 月凍結を勧告

　茨城県人事委員会は 5 月 15
日、6 月のボーナスのうち 0.2
月分を「凍結」すべきとする勧
告をおこなった。
　2.15 か月分だった夏のボーナ
スのうち、1.95 か月分だけ支給
し、差し引き 0.2 月分は留保し
ておき、10月に最終的な扱いを
勧告するというものである。も
ちろんあとで支給することには
ならず、このおよそ 10％がそっ
くりそのまま減額になるだろう。
冬のボーナスでのさらなる減額
も予想される。

さきに人事院が凍結を勧告

　この県人事委員会の勧告は、
５月 1日の、国家公務員給与に
関する人事院勧告（６月のボー
ナスの 0.2 か月分の ｢凍結」）に
ならったものであるので、まず
人事院勧告について見てゆく。
　人事院は従来、5月に民間給
与の実態調査を開始し、8月中
旬に国会および内閣に対して国
家公務員の基本給額やボーナス
の月数その他について勧告をお
こなってきた。今回の6月のボー

ナスの「一部凍結」に関する勧
告は、この従来の手続きと異な
る異例のものであるが、内容も
きわめて異常なものである。
　すなわち、今回の勧告に先立
つ調査は 4月 7 日から 24 日ま
でのわずか 2 週間あまりの短
期間に、恣意的に「抽出」した
2700 社を対象におこなわれた
が、すでにボーナス額を決定済
みの企業は従業員 5000 人以上
の大企業でも半数以下に過ぎず、
回答があったのは全国でもわず
か 340 社であった。職種による
格差も大きく、製造業では昨年
に比べて大きく下落しているが、
金融業、保険業等ではマイナス
1.4% で、製造業を除く産業全体
ではマイナス 6.0% にとどまっ
ている。
　ここから、人事院は次のとお
り結論した。
「現時点において、民間の
夏季一時金が大きく減少し
ていることを踏まえた措置
が必要ではあるものの、本
年の夏季一時金の全体状況
を精確に把握することがで
きないことから、本院とし
ては、今回の調査により明
らかになった民間の状況を
反映させるため、暫定的な

　全国障害者問題研究
会 ( 全障研 ) は、障害
者の権利を守り、発達
を保障するための研究
運動をすすめるため、
1967 年に結成された
民間の研究団体です。
　全障研は、すべての

　「不登校を考える」「軽度発達障害」「就学、就
職問題」「障害者福祉の問題」などなど、生徒と
の関係をつくるうえで大切な情報や実践について
学ぶことができます。障害児学校の教職員はもち
ろん、高等学校の教職員の皆さんの参加もお待ち
しています。

ボランティアをしてみませんか
　2000 人以上が集う大会です。大会成功のため
には、多くの方の協力が必要です。〈障害を持っ
た子ども保育〉、障害を持った仲間との活動、受
付係、案内係など、２日間で 300 人以上のボラン
ティアが必要です。
　子どもたちと遊んでみたい方も、受付など裏方
ならできるという方も、ぜひご協力をお願いしま
す。

大会参加、ボランティアの申し込み
は、茨城高教組書記局まで

措置として 6 月期の特別
給の支給月数の一部を凍結
することが適当と考える。」
（www.jinji.go.jp/kankoku/
h21may/pdf/houkoku.pdf）

　「全体状況を精確に把握するこ
とができない」にもかかわらず、
「今回の調査により明らかになっ
た民間の状況を反映させる」と
強弁して「一部凍結」を結論づ
けるのである。これを、たんに
支離滅裂なものであるとして片
付けるべきではない。
　不十分な調査方法とはいえ明
らかになったのは、民間のボー
ナス額は全体としては未だ決定
していないという事実であって、
今回の「一部凍結」勧告にはな
んら根拠がないことをあえて明
言したと解釈すべきである。

与党議員が不当な政治的圧力

　つぎは、与党・自由民主党の
葉梨康弘議員（衆議院議員・茨
城 3区選出）のウェブサイトで
の言明である。
「私は、この 2 月に、自民
党内に公務員給与に関する
検討プロジェクトチームを
立ち上げ、さらに 3 月に
は、これを与党プロジェク

障害者の人間としての尊厳がまもられ、社会の主
人公として豊かに生きていける社会を実現するた
めの学習・研究活動をおこなっています。
　各都道府県に支部があり、障害者・父母・教員・
施設職員・学生などさまざまな立場の 3000 人以
上の会員が活動しています。

今年の夏、つくば市で全国大会
　全国大会は、毎年全国各地から 2000 人以上が
集い、50 以上の分科会・講座で、様々なライフサ
イクルに応じた障害児教育・障害者福祉に関する
実践・研究報告が行われます。

トチームに衣替えし、民間
の動向とあわせ、国家公務
員の夏季ボーナスを概算的
に減額する議員立法を検討
してきた。ただ、私はもと
もと、本来ならば、政府が
迅速に対応し、政府提案で、
公務員のボーナスを減額す
べきという立場だが、人事
院による民間給与調査等に
は、やはり、手間と時間が
かかるのも事実。そこで、
間に合わないときのことを

考え、我々は、議員立法の
準備を並行して進めてきた
が、人事院も作業を急ぎ、
何とか政府提案の法律提出
が間に合うギリギリのタイ
ミングでの勧告となった。」
（www.hanashiyasuhiro .
com/modules/news/article.
php?storyid=189）

　文中の「政府が迅速に対応し」
とか「政府提案で」というのは、
人事院勧告制度によって対処す
るという意味である。葉梨議員

はそれでは「手間と時間がかか
る」ので、「間に合わないときの
ことを考え」、議院立法の準備を
したというのである。
　「国の唯一の立法機関」（憲法
第 41 条）である国会は、政府
提出法案の審議だけしていれば
よいというのではない。議員た
るものが議員立法を積極的にこ
ころみるのはたいへん結構なこ
とである。
　しかし、それならばまず、現
行の国家公務員法第 3条を改正

与党国会議員が人事院に政治的圧力
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する議員立法をおこない、人事
院を廃止する必要がある。もち
ろん、争議行為等の禁止条項（国
家公務員法第 98 条）を廃止す
る議員立法も不可欠である。人
事院制度は、憲法の保証する労
働基本権を剥奪することの「代
償措置」ということになってい
るのであるから。
　それらをいっさいおこなわず、
いきなり給与減額法の議員立法
の準備をするというのは、与党
の国会議員が国家公務員法の規
定を無視し、わが国の公務員制
度の根幹を蹂躙する行動を取っ
ていることになる。葉梨議員の
言動は混乱しており、法的妥当
性を欠く。一連の行動は結局の
ところ人事院に対する威嚇が目
的であったと解釈するほかない。

議会制度を否定する葉梨議員

　｢ 政治的圧力」ではないかと
の批判に対して、葉梨議員は次
のように釈明している。
「次の総選挙後の政治情勢
がどうなっているか、私に
は分かりかねるが、この秋
の臨時国会で、突然、『冬
季のボーナスを、夏冬分
を合算し大幅に減額しま
す』といった法案を提出し
て、11月 30日（給与法は、
12 月 1 日までに施行され
なければ冬のボーナスを変
更できない）までにすんな
り通るだろうか。法律が通
らなければ、公務員には夏
も冬も、ボーナスが満額支
給されることとなる。これ
では国民の納得は得られま
い。」

　次の衆議院選挙での与党敗北
を覚悟したうえで、今のうちな
ら国家公務員法蹂躙行為も可能
だというのである。
　もし法律が通らずに減額がで
きなければ「国民の納得は得ら
れまい」というのは、選挙結果
への国民の意思の反映を否定す
る見解である。現在多数派とし
てその恩恵を十分に活用してい
る与党の行動とも矛盾する。
　法制度の蹂躙に頓着しない葉
梨議員は、さらに議会制度の根
本をも否定しているのである。

都道府県人事委員会が追随

　この人事院勧告を受けた国会
と内閣が国家公務員の給与を改
定する法的措置をとる以前に、
はやくも全国の都道府県人事委
員会は、地方公務員のボーナス
減額の勧告を都道府県議会と知
事に対しておこなった。
　茨城県人事委員会も、人事院
勧告の 2週間後の 5 月 15 日に
勧告をおこなったが、その前提
となるべき本県内の民間企業の
ボーナスについての独自調査は
一切おこなっていない。
　すなわち、「〔人事院は〕本年
の夏季一時金の全体状況を精確
に把握することができないこと
から、暫定的な措置として 6月
期の特別給の支給月数の一部を
凍結することが適当と考え、勧
告した」としたうえで、「本県に
所在する民間企業の本年の春闘
妥結状況をみても一時金は、昨
年と比較して大幅に減少してい
る傾向にある」として減額勧告
をしたというのである（www.
pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/

kankoku/H21/02honbun.pdf）。
　独自調査もなしに、精確性が
かける調査のうえに出された人
事院勧告を模倣して勧告をおこ
なった、と正直に告白している
のである。まことに驚くべきこ
とである。

民間の労使交渉に影響

　葉梨議員はこう言う。
「私たち国会議員は、全国
民の代表者であり、特に国
家公務員に対しては、株主
ないし使用者に当たる。」

　日本国は、商法にいう営利を
目的とする社団としての株式会
社ではないから、国会議員が「株
主」や「使用者」だという比喩
は成り立たない。しかし、葉梨
議員や与党が、営利企業の「株主」
や「使用者」の経済的利益のた
めに行動しているという意味で
あれば、この言明は妥当である。
　大企業でさえ半数以上の企業
においてボーナス額の決定前で
あるこの時期に、公務員のボー
ナス額の引き下げ（「凍結」）を
おこなえば、どういう結果にな
るだろうか。結局のところ、今
後労使交渉を経て確定するであ
ろう、実人数にして 8割以上の
全国の労働者のボーナス額を引
き下げる効果をはたすことは間
違いないだろう。

　県当局（知事）は、県人事委
員会勧告にしたがい、給与条例
改正を県議会に提案することと
している。3.5％カットが終了し
た直後のかさねての不当な引き
下げ措置であり、きびしく批判
されるべきである。　⌘

茨城大 “圧勝 ”、筑波大 “惨敗 ”

　5月 11日、茨城大学の教員免
許更新講習のうち、夏期休業期
間中に実施される I 期分の予約
受付が開始された。NEC の Kuas
システムは改善が施されたらし
く、４月 2 日の東京学芸大学、
４月 10 日の筑波大学のような
混乱は起きなかったようだ。
　申し込み開始直後の 9 時台
に、必修Ａ（２日＝ 12 時間）
の 500 人分はほとんど定員いっ
ぱいとなり、10 時台には 100
人以上がキャンセル待ちとなっ
た。選択Ｂ（1日＝ 6時間）、選
択 C（２日＝ 12時間）も一部講
座を除いて、定員に達した。開
始 24 時間後（５日 12 日午前 9
時）には、必修Ａのキャンセル
待ちは 300 人近くにのぼった。
　I 期分の予約は 5月 22 日まで
にすべて締め切られ、選択の２
講座で数名分定員を下回ったほ
かは、すべて定員に達した（www.
kuaskmenkyo.necps.jp/ibaraki/
KamokuEntryKakunin.aspx）。
　いっぽうの筑波大学は必修Ａ
（２日＝ 12 時間）で定員に達し
たのは、夏期休業中のつくばキャ
ンパスの 300 人分のみで、6月
の土曜日曜・つくばで 78 人、8
月の東京茗荷谷で 154 人、10
月末の土曜日曜・つくばで 225
人もの不足を生じている（定員
各 300 人。5月 24日現在）。
　選択 B、C、D では、定員に
達したのはごく一部で、申し込

みが 2人、3 人の講座がたくさ
ん生じている。ゼロもある。茨
城大の受付開始後には、キャン
セル待ちが大幅減少した（www.
kuaskmenkyo.necps.jp/tsukuba/
KamokuEntryKakunin.aspx）。

県内の夏期休業中講座は満杯

　筑波大の目を覆いたくなるな
るような不振と、茨城大への希
望集中。ある程度見通しは持っ
ていたが、現実は予想以上だっ
たといえる。
　それにしても、茨城大のキャ
ンセル待ちが 300 人というのは
深刻である。本県の場合、県南・
県西居住者の一部を除いて、他
都県での講座を毎日、日帰りで
受講するのはほとんど不可能で
ある。来年度への繰り延べは、
あらたに 52 歳・42 歳・32 歳
グループが加わり、一層の競争
激化が見込まれるから、危険で
ある。この数百人のほとんどは
茨城大の「II期」（10月から12月）
など学期中の土日か、インター
ネット・放送による講座の受講
を余儀なくされる。

十年研による認定と、県教育委
員会による講習実施を

　岐阜県教委、岐阜市教委、秋
田県教委、山梨県教委、名古屋
市教委、鹿児島県教委、鹿児島
市教委についで、第 5回認定分
としてあらたに岩手県教育委員
会が更新講習を実施することに

なった。夏期休業期間中に盛岡
市で 500 人分の講座を実施する
という。しかも、受講料は無料
である。他県の教育委員会が続々
と申請しているなか、茨城県教
育委員会は、施行 2か月を経過
するなか、いまだに具体的方針
を示していない。
　1 年あたり約 2000 人余の対
象者のうち、３分の 1（33 歳）
は「十年研」による更新とすれ
ばよい。残りの最大でも 700 人
程度について実施すればよいの
である。他県にできて本県で不
可能な理由はない。
　300 人が行き場を失っている
のだ。茨城県教育委員会に、早
急に方針を示すよう求める。⌘

茨城大の更新講習はあっという間に定員超過

　■教員免許更新制
　　もうひとつの混乱要因

　新型インフルエンザ問題で大
学が実施する講習に依存するこ
との問題が浮き彫りになった。
　ここ 2週間ほどの動きからも
わかるように、新型インフルエ
ンザは、たとえ「弱毒性」であっ
ても感染が始まった地域では必
ず休校措置が実行される。第 2
波の流行となれば規模と期間は
飛躍的に拡大する。これが「強
毒性」ともなれば、さらに長期
間の休校措置がとられる。
　休校措置の対象となった場合、
大学における更新講習の日程変
更は現実には不可能であり、休
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となるだろう。
　茨城県教育委員会の無為無策
は許されない。⌘


